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総括研究報告書 
 

養育支援を必要とする家庭に対する保健医療福祉の連携に関する実践的研究 

 
研究代表者   中村 安秀（大阪大学大学院人間科学研究科・教授） 

 

研究要旨 
本研究の目的は、児童虐待の発生予防の観点から、妊娠期・出産後早期から養育支援

を必要とする家庭に対する支援に関して、特に妊娠期・出産後早期からの保健・医療・

福祉の連携・協働の実態を明らかにすることにより、継続ケアの視点からライフステー

ジ（妊娠・出産・育児）に沿った保健・医療・福祉の連携・協働の実践的な方法論を提

示することにある。 

ワークショップ手法を駆使し、情報収集とともに新たな気づきを共有することがで

き、その成果を、実際的な研修教材の作成と東日本大震災被災地におけるアクション・

リサーチという形で実践につなげていく。１年目・２年目に、市町村レベルの報告書等

の文献考察を踏まえ、厚生労働省虐待防止対策室などの協力を得て、医療機関・母子保

健・児童福祉の相互の連携協働による支援体制の構築に関する好事例と教訓を分析する

ために、先駆的な活動を行っている十数か所の自治体参加によるワークショップを開催

する。併せて、産科医療機関を中心として行政機関（母子保健・児童福祉部門）との連

携について調査し分析する。 

ワークショップと実態調査の成果をもとに、３年目に妊娠期・出産後早期から学齢前に

至るまでの時期の、ライフステージに沿った継続ケアとしての養育支援体制のあり方を

検討し、保健医療福祉の連携協働による虐待予防支援に関するモデル的な組織体制づく

りを提示する。このような実践活動から生まれた教材は、厚生労働省や自治体が虐待防

止研修を行う際に、非常に有効であろう。また、２年目・３年目に、東日本大震災被災

地（岩手県気仙地域）において、医療機関、母子保健、児童福祉の相互の連携協働によ

る支援体制の構築をアクション・リサーチとして実施することにより、保健福祉の人材

不足に悩む他の被災地にとっても有用なモデルとなることが期待される。 

 

 

研究分担者 
浅川 恭行 

（浅川産婦人科・東邦大学医学部客員講師） 

北野 尚美 

（和歌山県立医科大学医学部公衆衛生学教室・助

教） 

佐藤 拓代 

（大阪府立母子保健総合医療センター・母子保健

情報センター長） 

中板 育美（日本看護協会・常任理事） 

渕向 透（岩手県立大船渡病院・副院長） 

山本 真実（東洋英和女学院大学・准教授） 

 

研究協力者 
西原三佳（長崎大学）、山岡祐衣（筑波大学）、 

小松法子（創価大学）、小笠原理恵（大阪大学）、 

 
A．研究目的 
 

1977 年に国際子ども虐待防止協会（ISPCAN）
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が設立され、1989 年に子どもの権利条約が国際

連合総会で満場一致採択され、子ども虐待に対す

る関心は一気にグローバルなものとなっていっ

た（中村・北野 2010）。厚生労働省が ASEAN10

カ国を対象に開催する ASEAN・日本社会保障ハ

イレベル会合の 2009 年のテーマは、「共生社会の

構築：福祉と保健、医療システムの連携を通じて」

であり、取り組みの成功事例を共有化することの

重要性、実務家と研究者の能力向上の促進など、

日本と同様の課題が指摘された（中村 2010）。 

 2008 年の児童福祉法改正により、「特定妊婦」、

「要支援児童」などに対して、家庭訪問する養育

支援訪問事業などを展開している（佐藤 2012）。

しかし、児童虐待による死亡事故では０歳児の死

亡が全体の半数近くを占めており、妊娠期・出産

後早期からの母子保健と児童福祉の連携の必要

性が指摘されている（水主川 2011）。 

本研究は、児童虐待の発生予防の観点から、妊

娠期・出産後早期から養育支援を必要とする家庭

に対する支援に関して、特に妊娠期・出産後早期

からの保健・医療・福祉の連携・協働の実態を明

らかにすることにより、継続ケアの視点からライ

フステージ（妊娠・出産・育児）に沿った保健・

医療・福祉の連携・協働の実践的な方法論を提示

することにある。ワークショップという手法を駆

使し、情報収集とともに新たな気づきを共有する

ことが期待される。 

 
B．研究方法 
本研究では、１年目・２年目に、厚生労働省虐

待防止対策室などの協力を得て、医療機関・母子

保健・児童福祉の相互の連携・協働による支援体

制の構築に関する好事例（Good Practice）と教訓

（Lessons Learned）を分析するために、先駆的

な活動を行っている自治体によるワークショッ

プを開催するとともに、産科医療機関と行政機関

の連携の実態について調査する。 

ワークショップと実態調査の成果をもとに、３

年目に妊娠期・出産後早期から学齢前に至るまで

の時期の、ライフステージに沿った継続ケアとし

ての養育支援体制のあり方を検討し、保健医療福

祉の連携協働による虐待予防支援に関するモデ

ル的な組織体制づくりを提示する。また、２年

目・３年目に、東日本大震災の被災地（岩手県気

仙地域：被災前人口約 7.5 万人）において、医療

機関、母子保健、児童福祉の相互の連携・協働に

よる支援体制の構築をアクション・リサーチとし

て実施する。 

従来のように、分担研究班の個々の研究の積み

重ねで全体が構成されるという研究ではなく、分

担研究者においても連携協働し、融合する形で全

体テーマの解明に取り組むことに特徴がある。 

①文献的考察（北野） 

すでに、妊娠期・出産後早期からの保健医療福

祉の連携・協働の必要性に関する文献は数多くあ

る。本研究では、市町村レベルでの報告書や研究

会や学会発表などを中心に事例を収集し、好事例

の把握に努める。 

②ワークショップ（北野、佐藤、中村） 

１年目、２年目に実施した（東京、岩手県陸前

高田市）。厚生労働省虐待防止対策室の協力を得

て好事例をもつ自治体のリストアップを行い、岩

手県（大船渡保健所、一ノ関児相）、三鷹市、横

須賀市、沼津市、枚方市、泉大津市、倉吉市、糸

島市、熊本市の協力を得た。 

「子ども虐待防止ワークショップ 」（2014 年 2

月）では、「保健医療福祉の連携による周産期か

らの虐待予防」に関する各都道府県の取組みを紹

介したあと、病院・保健・福祉の関係者が混合さ

れたチームにより、連携や協働の促進と阻害の要

因を議論し、今後の連携を強化するための具体的

な方策について検討した。 

「子ども虐待防止 セミナー＆ワークショップ 

in 気仙」（2015 年 1 月）において、岩手県保健

福祉部、県立病院、児童相談所、保健所、市町村

保健センター、NPO など、子ども虐待を取り巻

く関係者 80 名が参加した。本研究班分担研究者

の講演の後、気仙地域の関係者の参加のもと、被

災地における保健医療福祉の連携による周産期

からの虐待予防に関する取組みのあり方につい

て検討を行った。 

③産科医療機関実態調査（佐藤、浅川） 

産科医療機関と行政機関（母子保健・児童福祉）

との連携・支援の実態や特徴について、調査分析
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する。分担研究者が日本産婦人科医会の理事であ

り、産科医療機関の調査協力が得られる予定であ

る。 

④東日本大震災被災地におけるアクション・リサ

ーチ（渕向） 

２年目・３年目に、岩手県気仙地域（大船渡市・

陸前高田市・住田町：被災前人口約 7.5 万人）に

おいて、医療機関、母子保健、児童福祉の相互の

連携・協働による支援体制の構築をアクション・

リサーチとして実施する。気仙地域では、2011

年 10 月より日本小児科学会の気仙地区小児保健

医療支援プロジェクト・ワーキンググループとし

て活動してきた。行政の健康推進課や社会福祉課

などをはじめ、被災地の保健医療福祉の多くの関

係者が、今後の児童虐待の増加を危惧している。 

ワークショップの成果として、２市１町が協働

して、出産場所が共通している気仙地域全体での

取組みが始まろうとしている。また、アクショ

ン・リサーチとして実施する予定の気仙地域にお

ける活動事例は、保健福祉の人材不足に悩む他の

被災地にとっても有用なモデルとなることが期

待される。 

 

C．研究結果 
（１）ワークショップ（中村、佐藤、中板、

渕向、北野、山本） 
厚生労働省虐待防止対策室の協力を得て、2014

年 2月に東京でワークショップを実施した。病院、

保健、福祉の関係者が混合されたチームで議論す

ることにより、連携や協働の促進要因や阻害要因

を明らかにすることができ、自治体間の共通点が

明らかになると同時に、解決すべき課題に対する

ヒントを他の自治体から得ることができる。 

「子ども虐待防止ワークショップ 」（2014 年 2

月）は東京で開催され、岩手県（大船渡保健所、

一ノ関児相）、東京都三鷹市、神奈川県横須賀市、

静岡県沼津市、大阪市枚方市、大阪府泉大津市、

鳥取県倉吉市、福岡県糸島市、熊本県熊本市から

ワークショップに参加した。ワークショップにお

いて、自治体間の共通点が明らかになると同時に、

解決すべき課題に対するヒントを他の自治体か

ら得ることができ有意義な気づきとなった。共通

した意見としてあげられたのは、特定妊婦や養育

支援において、データの電子化による情報共有と

評価可能なシステムが必要であること、また、妊

娠する前の思春期において健康教育を強化して

いく必要性であった。 

「子ども虐待防止 セミナー＆ワークショップ 

in 気仙」（2015 年 1 月）において、岩手県保健

福祉部、県立病院、児童相談所、保健所、市町村

保健センター、NPO など、子ども虐待を取り巻

く関係者 80 名が参加した。本研究班分担研究者

の講演の後、気仙地域の関係者の参加のもと、被

災地における保健医療福祉の連携による周産期

からの虐待予防に関する取組みのあり方につい

て検討を行った。 

ワークショップにおいては、活発な議論が行わ

れ、次のような知見が得られた。 

１）医療機関（産科・小児科）、保健、福祉の連

携が必須（顔の見える関係づくり） 

２）既存の母子保健サービスの最大限の活性化

（母子健康手帳の配布時の面接、保健師の地

区担当など） 

３）要保護児童対策地域協議会（要対協）の認知

度の向上（とくに、病産院へのより一層の浸

透が必要） 

４）全数把握の重要性（地域に出向くアウトリー

チ・アプローチ） 

５）NPO 活動との協働の必要性（妊娠 SOS の必

要性：公的サービスに乗りにくい親） 

６）スマートフォンなどを使った情報提供の必要

性 

 

2015 年 1 月 22 日（木）―23 日（金）に岩手県

陸前高田市で開催された「こども虐待防止 in 気仙

セミナー＆ワークショップ」において、参加した

分担研究者および自治体の経験と交流のなかで

意見交換された知見をまとめる。 

  

ワークショップの日程は以下の通りであった。 

開催スケジュール（1 日目） 

2015 年 1 月 22 日（木） 

「子ども虐待防止 気仙セミナー」  

13：30－14：00  受付         
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14：00－14：20  開会のあいさつ： 

中村安秀先生（大阪大学大学院人間科学研究科） 

来賓のごあいさつ ：  

田畑 潔 岩手県立高田病院長 

小野寺 嘉明 岩手県保健福祉部・子ども子育て

支援課主幹兼子ども家庭担当課長 

14：20－15：20  講義   

座長：渕向 透先生 （岩手県立大船渡病院副院

長） 

佐藤 拓代先生 

 （大阪府立母子保健総合医療センター 

母子保健情報センター長） 

「周産期からはじまる虐待予防」 

15：20－15：40  休憩 

15：40－16：40  講義 座長：山本 真実先生 

（東洋英和女学院大学・准教授） 

中板 育美先生 （日本看護協会・常任理事） 

「母子保健活動が虐待予防につながる」  

16：40－17：30  講義  座長：中村 安秀先生

（大阪大学大学院人間科学研究科）  

秋元 義弘先生 （岩手県産婦人科医会 岩手県

立二戸病院産婦人科科長） 「妊産婦メンタルヘ

ルス支援から～子どもが生まれる前からの虐待

防止プラン 

岩手県産婦人科医会の取り組み～」 

18：15－20：30  懇親会 （キャピタルホテ

ル内）  

 

開催スケジュール（2 日目） 

2015 年 1 月 23 日（金）    

「子ども虐待防止 in 気仙ワークショップ」 

 

9：00－10：00   話題提供    

座長：渕向 透先生 （岩手県立大船渡病院副院

長） 

豊島 喜美子先生 （豊島医院副院長：小児科医） 

 「宮古市における母子保健多職種連携」 

小笠原 敏浩先生 （岩手県立大船渡病院副院

長：産婦人科医）「岩手県周産期医療情報システ

ムいーはとーぶによる地域連携」 

頼本 鏡子さん（大船渡市 保健師） 

「大船渡市が行っている子ども虐待防止からみ

た母子保健活動の現状」  

10：00－12：00   ワークショップ  

ファシリテーター： 

中村 安秀先生、西原 三佳先生（長崎大学） 

内容： 気仙地域および全国からの参加者（静岡

県沼津市、鳥取県倉吉市、福岡県糸島市、熊本県

熊本市）がまじりあって、被災地において今後ど

のような虐待防止対策を行えばいいのか自由に

議論していただきます。 

12：00－12：10  総括 

（終了） 

 

ここでは、ワークショップでのグループ発表の

テープ起こしを掲載する。 

 

 
 

＜１グル―プ＞ 

女性：関係者の連絡会議について、医療機関と地

域が連携、各市町村と医療機関との共有、この方

向で行きましょうということを決めた上で、実際

には、各市町村の母子保健の主管課が中心となっ

て呼びかけをして関係者連絡会を行っていって

はいかがかという意見が出ました。もう一点は、

住民も巻き込んだ、住民・市民と、地域の関係機
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関、子育て・子どもに関わる関係機関、教育だっ

たり、社協であったり、自治会であったり、そう

いう関係機関で集まった、子育て支援のネットワ

ークの構築も有ったらいいなという意見が出ま

した。そのためには、いろいろなことがあるので

すが、情報の共有化、システムの構築が必要では

ないでしょうか。「いーはとーぶ」で保健と医療

の連携はあるんですけれども、そこに福祉とか、

児童相談所の連携、個人情報なので、見る、見ら

れないの制限は必要になってきますけれども、障

害から母子・福祉まで情報の共有化ができるよう

なシステムの構築もあったらいいかなという意

見が出ています。最後に、お金のかかるシステム

の構築などは、国の予算が付いたときに整備する

といいかなと話しました。以上です。 

 

＜2 グループ＞ 

男性：２班です。私たちの班では、気仙地区で今、

うまくいっていることはどんなことかな、あるい

は、困っていることはどんなことかなということ

を最初に出してもらって、青い紙のほうが、ちょ

っと難しいな、困っているなということを書いて

もらい、赤いほうがうまくいっているようなこと

を書いてみました。それを、皆さんから数枚ずつ

出していただいて、みんなで話し合いながら、少

しテーマを絞って、まとめていただいて、６個ぐ

らいに分かれております。 

 ベースとして、子育て基盤の高齢化であるとか、

少子化であるとか、経済的な問題とか、そういっ

たところはこの地区だけということではないの

で、この部分については飛ばします。いくつかま

とめた中でいえば、いろいろ支援をしていくのだ

けれど、その質をこれからどうしていけばいいの

か、この辺がテーマになっていくのかな。という

ことで、ひとつは行政の中での感性のアップや、

動きが出てきております。行政と地域とを結びつ

けるところで何かできればいいのではないかな

とあります。保健師さん、私は相談所の立場、そ

れから、病院というところで、公的な部分の話が

多かったですが、やはり、抜けているところがあ

るんだろうということで、一番大きなのは、地域

の力をどう活用していくかとか、取り組んでいく

か、つながっていくかというところで、地域との

連携というところが、これからは大事なところな

のかなというような話が出されております。 

 それから、人材確保ということで、母子保健の

部分でいえば、保健師さんが一生懸命に活動され

ています。ただ、どう拡充していくかというよう

なところで、スーパーバイザー、これは保健師と

いうことではなくて、こういった分野、この地域

でのスーパーバイザーの確保、あるいは、場合に

よっては、養成というか、育成というか、そうい

ったところも必要であろうということを、話して

おります。 

 それから、医療資源等に関してということで、

実は、この地区は医療機関が限られているので、

先ほどの発表の中でも、大船渡病院とうまくつな

がれば、スムーズにいくということがございまし

た。そこは、強みだろうなと思いますけれども、

住民からすると、仮設住宅は病院から遠いところ

にある、交通機関が厳しいといったところで、そ

ういったアクセスの部分も、非常にこれから考え

なければいけないのかな、というところがありま

す。 

 それから、情報共有というところは、昨日から

の講義等の中でも話があったのですが、「いーは

とーぶ」で、妊産婦さんの情報については共有さ

れて、きちんとできているという、これは非常に

強みだろうなと。ただし、ネットワークの中での

情報共有にとどまると、もしかしたら、大事なこ

とが見失っているのではないだろうか、やはり、

顔が見える関係が大事ではないのかなというこ

とで、幸いにもこの地域は、地域が小さいという

ことで、もともと顔が見える関係のところに、ス

ピーディーなこのネットワークで情報共有がで

きているということは、非常にプラスな意義があ

るんだろうなということが、話し合われておりま

す。 

 それからもうひとつは、要対協ということで、

個々のケースについては、関係者が情報を共有し

ているのですが、全体としてそれを統括していく

要対協というものを、気仙地区は昨年度から、実

務者会議がようやく立ち上がっている状況でし

たので、そういうものが課題かなということが話
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し合われています。 

 最後、関係機関の連携というところで、情報共

有・関係機関の連携というところは、きちっとで

きていた部分があるので、そこは継続していくこ

と。ただ、先ほどもでていましたけれども、例え

ば、「いーはとーぶ」の情報は、母子保健と医療

の間です。児童福祉の部分は、まだ入れておりま

せん。この情報を私たち児童相談所が情報共有す

るためには、要対協の中で情報を提供してもらう

という形。また、やはり児童相談所の職員、児童

福祉士というのは、国家資格ではございません。

そういったところでやはり、国家資格化していく

ということも、大事ではないかと、佐藤先生から

お話をいただいています。ほかの班の出番だと思

いますので、この辺で終わります。 

（拍手） 

 

＜3 グループ＞ 

女性：３グループの発表させていただきます。よ

ろしくお願いします。３グループでは、本当に多

種多様の、ほかの市町村から来た方々も多数だっ

たので、すごく意見がさまざま出ました。 

 まず、気仙地区のよいところについて、このと

おり、狭い地区なので、とても地域のつながりが

強くて、孤立しづらいことが、いいところなので

はないかと挙がりました。例えば、歩いていれば、

知らないおじいちゃん、おばあちゃんが「かわい

いね」と声をかけてくれるところも、すごくいい

ところであるし、「いーはとーぶ」よる連携は本

当にすごくいい取り組みで、病院との密な連絡も、

これがあるからこそできていて、産婦さんが退院

してきて、地域で生活するにあたっての、そこか

らの情報で、いろいろな支援を考えるのではない

かなと、すごくいいところなのではないかなと挙

がりました。 

 その反面、それに対して、課題というか、ちょ

っとここが心配だなというところは、世代間ギャ

ップが大きい。子育てをしているお母さんは、同

居だったりすると、おじいちゃん、おばあちゃん

が言っていることもあるし、そちらでも悩みを言

いづらいというところがあるなとありました。 

 あとは、狭い地域なので、個人が特定しやすい。

「あそこの誰々さんちの孫は……」なんて、個人

がすごく特定しやすいので、悩みを打ち明けられ

ないということがあるなと挙がりました。それに

対してのアイデアは３つにまとまりました。まず

１つ目が、産婦人科からの退院後、おうちにすぐ

帰るのもあるんですけれど、その間にワンクッシ

ョン、どこかお母さんとお子さんが安心して、手

当て、サポートがある場所があれば、お母さんも

安心していられるのかなというふうに挙がりま

した。 

 あとは、いつでも誰でも参加できる、育児サポ

ーターの人材育成。育じいとか、育ばあみたいな、

世代を越えた育児サポーターがつくれないかな

というふうに挙がりました。それが２つ目ですね。

その人材育成は、子どもからお年寄りまで、さま

ざまな世代でできればいいなというふうに挙が

りました。 

 課題では、なかなか学校保健との連携ができな

い。保健分野で情報が止まってしまって、小学校

へ行ってしまうと、うまく連携ができないなとい

うふうに課題が挙がりました。 

 あとは、支援者側の疲労とか、休養も、サポー

トする面では大事になってくると挙がりました

し、保健師のスキルアップ。例えば、支援が必要

だなというお母さんがいたりして、なかなか判断

がつかなかったり、保健師それぞれの個人の考え

に任されていたりするので、そこに対しても、ス

キルアップが必要だなというふうに挙がりまし

た。 

 あとは、子育て支援センターとか、機関とか、

広場は結構たくさんあるんですけれども、なかな

か参加しないお母さんたちも多いので、そこのお

母さんたちをどういうふうに引っ張ってくるか

が、課題に挙がりました。それに対して、まず、

お子さんが生まれて、年齢を重ねていくにしたが

って、担当部署も結構変わってくるのですけれど

も、その中で、担当者の明確化は必要ですし、お

子さんが生まれて、例えば発達が心配なお子さん

だったら、発達の支援機関の方に、ここを出入り

していくかと思うんですけれども、そこの連携が

もっともっとうまくいっていないかなと挙がり

ました。 
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 あとは、せっかく「いーはとーぶ」のことを、

こんなにしっかりとやっているので、「いーはと

ーぶ」を知らない方も結構中にはいらっしゃって、

それをもっともっと、回りに広めていって、お母

さんたちにも広めていって、このように支援して

いるんだよというふうに、アピールできていった

らいいなと挙がりました。以上です。 

（拍手） 

＜4 グループ＞ 

女性：４班です。４班ということで、これまで１、

２、３班の方から出たような課題と、地域でいい

ところということで、同じようなことが出ており

ます。その中で、これからどうしたらいいのかと

いうところをまとめたんですけれど、だいたい３

つぐらいにまとめております。それを発表させて

いただきたいと思います。 

 まず、１つ目ですが、皆さん、おっしゃってい

たとおり、「いーはとーぶ」という、もうすでに

素晴らしい、いいシステムがありますので、こち

らに現在も集約されている情報を、さらに拡張し

たデータベースをつくる必要があるのではない

かということです。現在は、妊産婦にしても、乳

幼児にしても、ある情報が家族全体として見たと

きにどうなのか。その家族に関する情報なども、

集約できるような、そういうシステムづくりが必

要なのではないかなということで、まとめていま

す。 

 ２つ目ですけれども、顔の見える連携というこ

とで、現在は要対協という場が設けられておりま

すけれども、そちらなどを活用して、現場で働く

皆さん、母子が顔見知りであるというところは、

もっと深めて活用していくことができるかなと。

新しく新任された方は不思議だと思いますが、私

たちの地域は皆さんと顔見知りだから深く活用

できるかなというふうに話しております。それと

併せて、院内でのＣＡＰＳに、福祉と保健の部門

の方も参加してもらえれば、要対協というか、福

祉部門に対して、医療的な部分から違った視点か

ら見れるかなということで、こちらはあり得るか

なと思います。 

 それから３つ目ですけれども、地域の資源の課

題ということで、今までもでていましたけれど、

地域資源が少ない。新たなものを受け入れにくい

状況がある中で、逆に、少ないその資源というの

は、強みになるのではないかなという考え方をす

るということでした。少ないなら少ないなりに、

その中で連携を深めていける、素地があるものだ

ということで、地域力をつけるひとつの要素にな

るのではないかと思います。それからもうひとつ

は、その資源間をつなぐハード的な部分、先ほど

３班さんからも出ましたが、どうしても地理的に、

サービスを提供するところまで遠いという問題

がありますので、そこのところは、いわゆる交通

網であるとか、そういう点などは、行政側が主導

して、つくっていく必要性があるのではないかと

いうことで、こちらの３点にまとめさせていただ

きました。 

 あとは、補足的なことですが、親教育、いわゆ

る親に何からかの教育と、それからあとは、じじ、

ばば、と書きましたが、孫育て、こちらの教育。

それから、ここが一番重要かなと思われるのです

が、親になるための準備教育というところに力を

入れたほうがよろしいのではないかなというと

ころです。その準備教育のことについては、子育

て情報を積極的に提供することが必要なのでは

ないかということに４班はなりました。ありがと

うございました。 

（拍手） 

 

＜5 グループ＞ 

女性：５グループの発表をさせていただきます。

５グループでも、課題や改善したい点を青、その

解決策と秘けつをピンクに分けて考えました。 

 １つ目に、お互いの意見交換、目標を共有とい

うところから、それぞれの機関の役割を明確にし、

責任をもって最後まで関わっていくためには、ど

うしたらよいのかという点で、その改善のひとつ

に、結果の予想、動いた結果、相手がどんな行動

に出るか、予想をいくつか考えること。そして、

根回し、児相や病院と事前に相談。お願いではな

く、相談から入ることがコツ。あとは、期間を伝

える。ネグレクトの場合は、介入したからと、即

効性がないことをみんなで共有することが大切、

という意見が出ました。あとは、恩を売る。（笑
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い）ほかからの相談があったときには、進んで相

談を引き受けることが秘けつのようです。あとは、

情報収集、共有、連携というところでは、警察も

含めて各機関で、虐待防止に関して連携できるよ

うに、会議や委員会で情報を共有することが大切

なのではないかという点で、子どもたちの動向把

握、気になる子どもの情報収集、関係機関との連

携を随時行っていくことが、事例、ケース検討会

を定期的に行うことが、大切なのではないかとい

った意見が出ました。 

 あとは、気仙管内には児童相談所がなく、一関

まで行くのは遠かったりするといった課題があ

るので、虐待を手前でストップさせることが大切

だよね、といった意見が出ております。 

 虐待を手前でストップさせるためには、どこに

相談すればよいのか。未然に防ぐにはどうしたら

よいのかといった意見が出ました。それに対して

は、顔の見える関係になる。お互いを知る機会を

持つことや、「おや？ もしかして」と思ったこ

と、感じたことを次につなげること。気になるこ

と、気になる子がいたら、専門知識、スキルのあ

る人に、まず相談してみることが大切だよね、と

いった意見が出ました。 

 相談、先ほどの周知、そして、困ったことがあ

ったら、市の保健師や、あとは警察署に。お願い

いたします。 

あとは、里親制度、体重でくくらない柔軟な対

応も欲しいよね、といった意見が出ております。

また、お母さんの孤立が心配だ。お母さんが孤立

しているところが心配で訪問に行ったりしても、

拒否されてしまうといった課題が、そういったケ

ースもあります。そのためには、褒めてあげるこ

と。あとは、陸前高田市の保健師は、震災後に採

用された者が多く、年齢も若く、褒めてあげると

いうよりは、共感の表現をもって、接してあげる

ことがいいよね、といった意見をいただきました。 

 すべてにおいて言えることなのですけれども、

フットワークの軽さをもって、介入していけたら

なと思います。以上です。 

（拍手） 

 

＜6 グループ＞ 

女性：６グループになります。６グループは、他

職種でいろいろな視点からの話になりました。そ

の中で、大きく分けるとすると、教育と、共有と、

管理と、福祉と、サポートという、５つの大きな

視点で分かれたかなというような気がします。 

 まずは、もう絶賛です。「いーはとーぶ」。岩手

のこの「いーはとーぶ」の情報管理というのは、

非常に素晴らしい。地元でも十分生かされている

ものでありますし、他県の私から見ても、すごい

情報共有の在り方だなと、すごく感心しています。

気仙にあれあり、とみんなあったんですけれども、

その中で、今、私から見れば、保健と医療という

のは、すごく見えていたのですけれども、では、

福祉とどうつながる？ということが、今回の中で、

ちょっと見えづらかったので、ちょっと質問をし

ながら聞いたんですけれども、実際、そこで気に

なった子たち、保健と医療でつなぎました。さあ、

病院に行かないといけないよ、などという事態に

なったときに、どういうふうにつながっていくの

かな、というようなところが、ちょっと見えなか

ったので質問しました。実際、要対協という形で、

運営をし始めているし、回り始めているという話

を聞いて、これからそこも進んでいくんだろうな

ということで。では、その情報をどういうふうに

共有していかなければいけないのかなという、次

につながるステップの共有の在り方、そこに関わ

る人たちの職種。「保育士さんにどういうふうに

つなげていく？」「ほかの専門職にどういうふう

につなげていく？」という、想定的な話が少しあ

りました。 

 あとは、情報の共有の中で、漏れた人はどうな

っているのかなとか、里親を選ぶとかどうなって

いくのかなという点では、共有の中での漏れの部

分の管理というところで、岩手で参考になったの

は、自治の中で対応していこう、コミュニティの

中に入れていこうという中で、「あそこ、親戚っ

ちゃね」とか「あの子、兄弟やね」「あの子はあ

のおばあちゃんと仲いいじゃんね」というような

状況が見え、共有できるものがあるので、自治の

中、コミュニティの中で、情報をまとめていくと

いうところは、参考になったなというふうに思っ

ていますし、その有効性もあるのかなと感じまし



9 
 

た。 

 また、情報共有の中からひとつ、離れたところ

にあるのが、すごく病院と自治体が近い関係にあ

る。大きな病院が１つあって、自治体があること

で、医療機関とすごく明確な関係性があるのです

けれど、今度、私は福岡にいるんですけれど、病

院なんて星の数あるんですよ。産婦人科などもた

くさんあって、こちらからアプローチをかけない

と、向こうからくることは皆無に近いということ

を考えるときに、やはりひとつ、リスクアセスメ

ントというものが、産婦人科の中、小児科などで

とれる、基準となるリスクアセスメントというも

のがあって、こういう状況の場合は、市町村につ

ながないといけないよねという、何か目安になる

ものがいるのかなというのは、情報共有の中で、

ちょっと思った、考えさせられたところになって

います。 

 福祉につながっていく。福祉につながり、子ど

もたちを継続的に見ていく中で、やはり、行政で

はできない、サポート団体、ＮＰＯであったり、

そういうところを病院の中でも知る。私たちも知

る。そういう団体と、必要に応じてつながってい

くという、やはり、そのつながりであったり、サ

ポート団体の協力というのは、否めないのかなと

いうふうに話し合いの中で出ました。 

 どうしても、児童福祉に携わる現場の者として

なのですけれども、市町村にいる児童福祉士って、

複数のところを掛け持っていることが多いんで

す。こういう特定妊婦のことだけで関係している

ことが少ないことが多いので、非常に業務の特定

だったり、困難性というものがあって、そこにど

うしても抜け落ちができてしまうかなという形

になりました。以上になります。 

 

ファシリテーター：ありがとうございました。だ

いぶ時間が迫っているのですけれども、先生方に

１分ぐらいずつで話を伺えということなのです

が。 

秋元：県立二戸病院の秋元です。今、お話を聞い

ていて、かなり一緒だなというふうに思いました。

「いーはとーぶ」を中心にした情報共有で、でも

やはり、それだけでは不十分だということで、そ

れをどのようにデータベースを拡充していくか。

それは、個人情報保護の観点との兼ね合いをどう

やって解決していくかということは、話し合わな

ければいけない。そして、行政、病院は、その地

域にかなり繋がっている。でも、そこのすき間を

埋める民間との連携だったり、そこら辺の部分を

どう取り上げるか。そして、妊婦さん、子どもた

ちの数が少ないけれども、やはりそれも滑り落ち

ていく、いきかねない子たちをどのようにキャッ

チアップしていくかというようなことが、うまく

いけば、やはり全国にここのシステムがつくり上

げられるのではないかなということをすごく思

います。 

 

中板：２日間、ありがとうございました。私から

は２点、お話ししたいと思います。 

 虐待は、本当に専門家だけで解決できることは

なくて、まさに地域の力を借りないと、解決でき

ない、発見もできない、予測できないと、そうい

うところなので、専門家依存にならずに、まさに

今日お話を聞いて、地域の住民の繋がりとか、養

育・医療、そして子育てに色々と関わっている人

たちとどう繋がっていくことができるかが、重要

かなというふうに思いました。 

 また、「いーはとーぶ」という非常に素晴らし

い情報管理システムがありますので、ここに、家

族の時系列で見ていける。リスクが、そこで判断

できるような福祉情報などが入り、拡充されると

ほんとに素晴らしいと思いました。 

 情報管理ということと、それから人と人との関

係づくりのところで、要対協の話を先ほど言われ

ましたけれども、その要対協が、顔の見える関係

が重要で、お互いに知っていることはすごく大事

なんだけれども、だけど、仲良しごっこではなく

て、さらに発展させていくと、顔の見える関係の

中で、専門性をお互いにぶつけ合いながら、さら

に、その伸びしろとして合わせていけるようにな

っていくには、やはり、要対協をうまく使うこと

が一つ肝だと思いますので、事例をきちんと討論

しながら、関係者が、互いの役割を認識し合って、

お互い役割を使い合えるような関係ができると、

より一層情報管理と、人材の充実になるのではな
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いかなと思いました。ありがとうございました。 

 

佐藤：ひとつだけです。被災地支援の特徴性とい

うのは、各地からいろいろな人が入ってこられる

ことですね。各地で今まで民間団体との連携の仕

方を見て来たんですけれども、それをうまく使い

こなせている地域の方が支援に来られた場合に

は、動きやすさが違うということを知りました。

ですから、資源はないかもしれないけれども、外

から人材が入ってきて、そこから得る部分がある

んですね。その人たちが日替わりメニュー、短い

期間にはなるのかもしれないけれど、それを、自

分たちのもともといる人たちの中にどう共有し

て、財産として、みんなが持っていくことができ

るか、その仕組みを作り上げることがすごく重要

なのではないかなと思いました。 

（拍手） 

 

ファシリテーター：ありがとうございました。地

域外から来られている人、倉吉市の方お願いしま

す。 

女性：こちらにまいるときに、一関から在来線と

バスを使いながら、ずっとこちらの海岸のほうに

来るときに、まるで鳥取県にいるみたいだなと思

いました。ですから、まだまだ地域のつながりが

ずいぶん残っていて、そういう人と人とのつなが

りみたいなところが、ちゃんとまだ残っているん

だろうなと、そういう地域なんだろうなというこ

とを感じながらまいりました。 

 「いーはとーぶ」の取り組みをお聞きしまして、

すごいなって。本当に医療と保健とが、きちんと

つながりながら、母子保健の仕組みを作っていっ

ておられるというのは、すごいなと思いました。

ですから、福祉とか、教育とか、きちんと組織と

して、個人ではなくて組織としてきちんとつなが

っていくことで、地域の中にネットワークができ

ていくんだろうなと。 

 私は、長らく福祉のエリアの中で仕事をしてき

ているのですけれども、障害のある方、高齢者の

方、それから、最後に子どもを担当させていただ

いたのですが、結局、課題になったのは、地域が

出来上がっていれば、いろいろな福祉の課題の半

分は解決するということでございました。そこに、

いかにプロの、専門的なエリアの社会資源ができ

て、そこがちゃんと手をつなげるか、ということ

なんだと思います。 

 やはり、何にしても孤立というのは、寸断して

いきますので、人の生活も、それから専門職同士

のつながりといいますか、そういうところで寸断

されては、いい仕事はできないです。けれども、

こちらの地域でしたら、そこのところは、まだ解

決されるのではないかなというふうに感じてお

ります。本当に地域の繋がりがちゃんと保たれて

いる。そういうところですので、今は本当にしん

どくて、大変な時期かもしれませんけれども、必

ずやそういうネットワークは、自分たちの、色ん

な方たちの新たな情報を入れながら、この地域の

知恵として、つくり上げていかれるんだろうなと

いうふうに思いました。 

 もし、倉吉市で、こんな状況になったときに、

何ができるだろうなということを考えながら、身

につまされる思いで、この２日間過ごさせていた

だきました。本当に勉強させていただきました。

ありがとうございました。 

（拍手） 

 

沼津市の女性：2 日間ありがとうございました。

昨日、「いーはとーぶ」の話を聞いたときに、ち

ょうどその医療とのつながりというところをす

ごく考えていたものですから、今日、また詳しく

グループワークの中で、秋元先生からお話を聞い

て、よかったなと思っています。 

 今日、グループワークの話をしている中で、行

政の中のつながりはかなりできてきているんで

すけれど、やはり医療だとか、地域のつながりと

いうのが、いま一歩、自分たちのところも浅いな

と、感じています。沼津は静岡県なんですけれど、

静岡県は本当にもう、東海大地震がずっとこれか

ら来るんじゃないか、来るんじゃないかと言われ

て。津波もあり、地震もあり、火山、富士山の噴

火もありというところで、一番多いところですの

で、今日聞いた話を参考に、自分たちの自治体の

ことを考えていきたいなと思いました。ありがと

うございました。 
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熊本市の男性：私たちの班は、本当に職種も団体

も全部違って、いい意味で虐待のことを見直せた

のではないかと思いました。皆さんの県で、シス

テム作りとか、そういったところを見てまいりま

したけれども、私たち、それ以前の虐待、虐待か

なという、この「勘」ですね。そこを大切にしな

ければいけないのかなということを、強く感じた

ところです。システムがあって、それが 100％つ

ながっていなければ、ないのと一緒なので、そう

いった人材をどうつくっていくかということが、

やはり中枢になる市町村が、頑張っていかないと

いけないと改めて感じました。また、来年も参加

させていただきたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。ありがとうございました。 

（拍手） 

 

糸島市の女性：保健や医療の方が来ていることは、

専門性をアップする上で当然かもしれませんけ

れど、ここでたくさんのＮＰＯの方との出会いも

ありました。「頑張ってる」と思うと、私は本当

にエネルギーが、今、みなぎっています。ありが

とうございました。（拍手） 

 

渕向：今日は本当にありがとうございました。 

私たちの地域の、岩手県の特徴というか、強み

というのは「いーはとーぶ」だなというのは感じ

ていたのですが、皆さんから言っていただいて、

やはり強みなんだということを、再確認できまし

た。その中で、福祉との連携も少し必要なのでは

ないかとか、いろいろ重要なコメントをいただき

ました。 

 私たちの地域、要対協もちょうど始まって２年

目で、ここの分野の何ていったらいいかな、地域

の意思統一が、ちょうど始まったばかりなんです

が、行政の方も来られていますし、いろいろな議

論のヒントをいただいたと思いますので、ヒント

をいただいて、宿題をもらったかなみたいな感じ

なんですが。素晴らしい時間を過ごすことができ

ました。どうもありがとうございました。 

（拍手） 

 

中村：どうもありがとうございました。昨日、今

日の「子ども虐待防止 セミナー＆ワークショッ

プ in 気仙」ですけれども、本当に皆さん方の

おかげで、素晴らしい議論と、楽しい話と、そし

て、保健・医療・福祉の連携を目指した、本当に

有意義ないい勉強にもなったし、今、渕向先生の

お話にもあったように、ヒントだけではなくて、

きっと明日からの仕事につながる、何か宿題もあ

ったと思います。 

 そして、もうひとついえば、今日、こうして議

論できたことが、まさに、そしてお互いに顔見知

りになって、いろいろ分かって、そして相手のこ

とも理解して、ということが、保健・医療・福祉

の連携の、まさに一番大事な基本が、気仙だけで

はなくて、日本各地と今日、できたような気がし

ます。そういう意味では、昨日、今日のセミナー

とワークショップで終わりではなくて、この連携、

ネットワークを使って、これから皆さん方の仕事

が、ますます発展して、そしてまた、広がり、深

みのあるものになっていくことを期待していま

す。 

私たちの研究班にとっても、昨日、今日、本当

にいい勉強になりました。また来年も、研究班は

続けるつもりですので、またいろいろな意味でお

世話になると思います。今後ともよろしくお願い

します。本日はどうもありがとうございました。 

（拍手） 

 

厚生労働省虐待防止対策室の協力を得て、東京

で実施した。岩手県（大船渡保健所、一ノ関児相）、

東京都三鷹市、神奈川県横須賀市、静岡県沼津市、

大阪市枚方市、大阪府泉大津市、鳥取県倉吉市、

福岡県糸島市、熊本県熊本市からワークショップ

に参加した。ワークショップにおいて、自治体間

の共通点が明らかになると同時に、解決すべき課

題に対するヒントを他の自治体から得ることが

でき有意義な気づきとなった。共通した意見とし

てあげられたのは、特定妊婦や養育支援において、

データの電子化による情報共有と評価可能なシ

ステムが必要であること、また、妊娠する前の思

春期において健康教育を強化していく必要性で

あった。 
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（２）保健医療福祉の連携協働あり方（佐

藤） 
思いがけない妊娠の相談窓口「にんしん SOS」

の相談内容及び児童虐待防止医療ネットワーク

事業の検討、大阪府医療機関に対する調査から、

保健・医療・福祉の連携協働のあり方を検討した。 

「にんしん SOS」から既存のサービスにのりに

くい妊婦が相談しやすい窓口の重要性と、医療機

関連携には機関内部のネットワークの強化と外

部から連携しやすい窓口・組織があることが必要

であると考えられた。 

大阪府内 2 次医療機関及び 3 次医療機関への調

査から、児童虐待に対する取り組みは小児科、産

婦人科のある医療機関ですすんでいたが、研修を

行っているところは少なく、通告を促すためにも

さらに児童虐待に関する委員会の設置やマニュ

アル策定を促進させ、虐待の判断や機関の役割等

に関する啓発・研修が必要と考えられた。 

福祉機関は児童福祉法及び児童虐待防止法で

対応の窓口や対応内容が明らかであるが、医療機

関では外部連携の窓口や児童虐待に関する委員

会の設置、児童虐待に関するマニュアルの策定な

ど体制にはばらつきがあり、医療機関がこれらを

整備し、保健機関が医療機関と福祉機関の橋渡し

を行う連携協働が重要であると考えられた。 

 

（３）保健分野（北野） 
 本研究課題の目的は、児童虐待の発生予防の観

点から、妊娠期・出産後早期から養育支援を必要

とする家庭に対する支援に関して、特に妊娠期・

出産後早期からの保健・医療・福祉の連携・協働

の実態を明らかにすることにより、継続ケアの視

点からライフステージ（妊娠・出産・育児）にそ

った保健・医療・福祉の連携・協働の実践的な方

法論を提示することにある。 

和歌山県内の市町村で使用されている「和歌山

県母子健康カード」は、妊娠期から乳幼児にかけ

て母子と家族の前向き観察の記録が集約された

カードである。 

 今回、妊娠期からの切れ目ない支援の実践にお

いて、県母子カードを活用した好事例を把握し、

近隣市町で応用や広域での拡大を試みた経緯と

結果を報告した。加えて、県母子カードに収集さ

れた情報の活用と連携を促すことを目的に、他部

署の好事例を参考とした取り組みについても報

告した。 

 

（４）周産期メンタルヘルスケア推進に関

するアンケート調査（浅川） 

 日本産婦人科医会は平成２６年度より、「妊産

婦のメンタルヘルスケア体制の構築をめざして」

として会員各位の産科医療提供施設におけるメ

ンタルヘルスケア向上を推進し児童虐待予備軍

の減少と虐待の問題点の社会的周知を図る活動

をしている。子ども虐待による死亡事例等の検証

結果等について（第１０次報告）より死亡した子

どもの年齢は、低年齢に集中、特にゼロ歳児が多

く、0歳児の死亡は 240／546 例（44%)であった。

加害者（0日・0か月児死亡事例）は、実母が 91%

を占め、19 歳以下の若年者と 30 歳～39 歳に多か

った。実母の状況（0日児死亡事例）を見てみる

と望まない妊娠が 70 %を超え、次いで若年出産経

験あり、経済的問題ありが続いていた。0日以降

の0か月では、精神的な問題が増加傾向であった。

実母が精神疾患を有する場合、心中による虐待死

は実母の年令と共に高くなっている。 

その為、産科医療施設では、妊婦さんのメンタ

ルヘルスケアにも従来以上に配慮した妊婦健診

を提供し、妊娠等で悩める妊産褥婦を一人でも多

く救うため、チェックリスト等で情報収集し適切

に対応することが必要であり、周産期メンタルヘ

ルスケア推進に関するアンケート調査を行った。 

調査対象は以下の通りである。（1）日本産婦人

科医会会員が属する医療機関、（2）その他の産婦

人科病院および診療所である。 

 なお、本調査は、公益社団法人日本産婦人科医

会の協力のもとに行った。 

要支援妊婦が有の産科医療機関（病院＋診療

所）は、全国で56.8％であり、北海道から九州ま

での７ブロック間でもほぼ同様の傾向であった。

要支援妊婦発見の時期を妊娠期、分娩・産褥期、

新生児期に分けるとその施設数は徐々に減少し
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ていた。また、これら要支援妊婦の管理は70％以

上の施設で自院管理がされていた。要対協へ参加

している病院と診療所では、それぞれ93.8％

（76/81）、68.6％（70/102）が要支援妊婦を見

いだし、診療所で有意に低かった。この結果より、

産科医療機関でのメンタルヘルスケアに関して

の認知及び実効性が低く、今後の産科医療機関が

重要な取り組みになっていくと考えられた。 

 

（５）岩手県気仙地域でのアクション・リ

サーチ（渕向） 

 本研究課題の目的は、児童虐待の発生予防の観

点から、妊娠期・出産後早期から養育支援を必要

とする家庭に対する支援に関して、特に妊娠期・

出産後早期からの保健・医療・福祉の連携・協働

の実態を明らかにすることにより、継続ケアの視

点からライフステージ（妊娠・出産・育児）に沿

った保健・医療・福祉の連携・協働の実践的な方

法論を提示することにある。平成27年度は、これ

までの研究班での検討をもとに、東日本大震災の

被災地である岩手県気仙地域（大船渡市、陸前高

田市、住田町）においてアクション・リサーチを

行った。震災から5年が経過した現在も被災地で

は多くの仮設住宅が残り、復旧していない。この

ような状況の中で妊娠、出産、育児を行うことは、

その家庭にとって過重な負担になることがあり、

児童虐待の増加が憂慮されている。 

気仙地域の母子保健・医療・福祉に関する特徴

は、震災前から岩手県周産期医療情報ネットワー

クシステム「いーはとーぶ」による連携体制が構

築されていることである。このシステムによって、

医療機関と市町村の母子保健関係者は、双方向に

迅速な情報共有をすることが可能となっている。

その一方地域の課題として、妊娠期・出産後早期

からの保健・医療・福祉の問題を地域全体で検討

する仕組みがない、保健・医療と福祉・教育との

連携不足、妊娠、子育て情報の不足が上げられて

いた。 

これらの課題を地域で解決するために、平成27

年10月より、大船渡保健所が主催し、気仙地域母

子保健関係者等連絡会が開始された。この連絡会

は、医療機関、市町村、保健所の母子保健関係者、

NPO法人スタッフ等で構成され、互いに連携・協

働することで、気仙地域が健全かつ安心して子育

てができる地域となることを目指している。これ

まで、周産期情報連携、妊産婦メンタルヘルス、

周産期に関する地域総合チーム医療、健やか親子

21、気仙地域の子育て状況等さまざまな問題につ

いて、情報共有および意見交換が行われている。 

今後の課題として、妊産婦を全数把握する為の

方策、福祉領域への連携強化として要保護児童対

策地域協議会と特定妊婦に関する認知度の向上、

NPO 活動との協働促進、スマートフォン等を使

った情報提供の必要性などがあり、継続した取り

組みが必要とされている。 

 

（６）オランダの母子保健システム（中村、

佐藤） 
 

日本では、オランダの母子保健や地域保健福祉に

関する情報は決して多くは紹介されていない。し

かし、医療システムが全く異なるアメリカ合衆国

のシステムは日本での応用性に乏しいという面

がある。高福祉社会の北欧はすばらしい福祉社会

を実現しているが、異なる社会ではその財源を探

るのが大変である。オランダでは、母子保健や福

祉は基本的に行政が担当すべきものという前提

で、障害のある子どもや虐待リスクの高い家庭に

対する濃厚なケアを行うシステムとともに、すべ

ての家庭に対して社会モデルに基づいた家庭訪

問（出産後、看護師とヘルパーの役割を兼ね備え

た人が家庭に滞在する）といったサービスを実施

していた。 

 

★Nurse Family Partnership (VoorZorg) 

 1977年にアメリカ合衆国のDavid Oldsが開

始したプログラムである。オランダでは 2004 年

に Dutch Youth Institute が導入し、アムステル

ダム市においては 2007 年に導入が開始された。 

 子育ての困難さを軽減し、子ども虐待を防止

することを目標にしている。Olds によれば、対象

者は、初産婦、10 歳代、未婚、経済的問題のある

親、という４つの条件をすべて満たす女性である。

オランダでは、最初の妊娠、妊娠 28 週以前に開
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始、25 歳未満の若い女性、教育レベルが低い、と

いう対象設定に加え、追加的な条件として、社会

的ネットワークが乏しいこと、薬物常用、DV の

被害者、精神心理的な課題、経済的困窮、住居に

問題がある、社会的な弱者、母性の準備が不十分

であることを考慮するとしている。  

 ２年以上臨床経験をもちマニュアルだけで

なくビデオを使った研修を受けた看護師が、毎週

（あるいは隔週）に家庭訪問（1－1.5 時間）する。

できれば妊娠 16 週までに開始し、子どもが２歳

になるまで継続する。同じ看護師が継続して訪問

し、指導するのではなく傾聴を重視し、失敗しな

いように少しずつできることの範囲を広げてい

く。クライアントを中心に置いたアプローチをと

っている。 

 すべての予算はアムステルダム保健局が支

出している。プログラムの評価として、喫煙率が

減少し、６か月の母乳哺育率が 14％（対照群は

6％）と高く、子ども虐待報告率は 11％（対照群

は 19％）と低かった。子ども一人あたり 2800 ユ

ーロの費用がかかるが、その費用対効果は高く、

今後、オランダ全国に展開することになっている。 

 

★Postnatal Assistant (Kraam verzor gende: 

postnatal care person) 

 Postnatal Assistant（産後ケア・アシスタン

ト）あるいは Maternity Assistant は 1960 年代

に開始されたオランダ独自のシステムである。 

 オランダでは、正常出産の場合、出産当日に

自宅に戻るのがふつうである。出産後８日間は、

助産師の指導のもとに、Neonatal Nurse が１日

あたり 3ー6 時間くらい自宅を訪問し、医学的ケ

アや心理的なサポートだけでなく、母親のために

食事を作るといったヘルパー的な仕事も行う。 

 資金は公的保険から支出されている。Family 

Health Center の助産師がこのプログラムの責任

者であり、助産師が必要と認めた場合には、出産

後８日間のケアを２日間延長することができる。

訪問中の記録は、GroeiGids（オランダ版母子健

康手帳）に１日ごとに１ページを使って記載され

る。 

 Neonatal Nurse は、当初は３年間の教育を

受けた看護師であったが、最近は教育期間が短縮

される（たとえば６か月間）傾向にあり、その質

の低下が危惧されている。 

 

★Family Health Center 

 人口約 80 万人のアムステルダム市に、22 か

所の Family Health Center がある。アムステル

ダム南東部の Bijlmer 地区の Family Health 

Center では、0－12 歳の小児約 2000 人に対して、

ワンストップ・サービスを提供していた。 

 医師５名、看護師７名、助産師１名、臨床心

理士３名で、14 の学校があり、年間約 600 人が

出生する地区をカバーしていた。90％の住民はオ

ランダ以外の国、アフリカ（ガーナ、ナイジェリ

アなど）、南米（スリナガ、チリなど）、アジア（中

国、日本など）にルーツを持っている。 

 かつては、子どもの問題の一つずつに対して

（single problem）、近隣の病院や専門機関を紹介

していた。問題を抱える家庭ほど、一つずつの課

題について専門機関を受診するだけの時間的あ

るいは精神的な余裕がないことが多い。この

Family Health Center では、できる限りセンタ

ー内で問題を解決するように努めている。必要な

際には、保健医療スタッフはアムステルダム健康

推 進 局 の VTO （ Early Detection of 

Developmental problems）の支援を受けること

ができる。 

 VTO では、医師・臨床心理士・社会福祉士の

３名が 3つの机を並べて協働して仕事ができる体

制が作られている。 

 

★FIOM 

 80 年以上も前に、未婚の女性を支援する団体

として設置された。現在、アムステルダムでは８

名のスタッフ（臨床心理士１名、ソーシャルワー

カー７名）が面談を中心としたアウトリーチ活動

を行っている。 

 妊娠に関する悩みを抱えた女性からの連絡

を受け、面談を行う。指導するのではなく、中立

的な立場を堅持して、女性が自分で自己決定でき

るようになるまで待つという姿勢を貫く。会話の

な か で は 、 言 語 化 で き な い non-verbal 
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communication を把握して、対処することもある。 

 中絶に関しては医学的な問題だけでなく、文

化的な背景が大きく影響することもある。出産を

選択した場合には、秘密裏に出産できる場所を紹

介する場合もある。また、中絶後のフォローアッ

プも行うことがある。 

 臨床心理士によるスーパービジョンとして、

ソーシャルワーカーが安心して自分の気持ちを

吐露できるような機会を、１か月に１回くらい開

催している。 

 

★GroeiGids（Growth Guide：オランダ版母子健

康手帳） 

 アムステルダム保健局が、７分冊になった母

子健康手帳を製作して 10 年が過ぎた。女性と子

どもたちのエンパワメントを基本方針としつつ、

新しい時代のニーズに即応するためオランダ版

母子健康手帳は進化していた。 

・アナログとデジタルの組み合わせ 

 多様化するニーズに対応するためには、複数

のツールを使ってきめ細かな情報提供を行う必

要がある。①専門家を介したサービス提供、②母

子健康手帳による情報提供、③ホームページによ

る情報提供、④アプリを使った双方向の発信。た

とえば、ダウン症や低出生体重児の子どもは、健

常児の発育曲線では発育不良に区分されてしま

う。そこで、ダウン症や低出生体重児の発育曲線

をホームページ上にアップし、いつでも家族がダ

ウンロードできるようになっている。また、その

発育曲線と同じものが保健センターでの健診に

使うコンピュータにも保存されており、子どもの

健診の場で同じグラフを使うことができる。 

・双方向のテーラーメイドの保健サービス 

 アプリでは、毎月２回ずつ、必要な情報を母

親に提供している。 

・シンプルに同じことを繰り返す 

 母子健康手帳、ホームページ、保健センター

の専門家による健診では、母子健康手帳に基づい

て、同じメッセージを、同じグラフを使い、同じ

ような言葉を用いて情報提供している。保健セン

ターで看護師から説明を受けるときに、母子健康

手帳に書かれた図やグラフが保健センターのコ

ンピュータ上に出てくる。 

・ニーズに即応できる体制 

 編集委員会は、プロフェッショナルな女性ば

かりの 10 人くらいのチームである。ニーズに合

わせて、毎年のように改訂を行い、ニーズ調査結

果に基づいて、３年ごとに大きな見直しをしてい

る。 

 

D．考察 
ここでは、総合報告書に再掲した「妊娠期から

始まるだれひとり取り残さない保健医療福祉サ

ービスをめざして」という冊子作りのための議論

を中心に考察してみたい。 

まず、支援を必要とする母・子・家庭を中心に

据えた取組みが必要である。すなわち、妊娠期・

出産後早期から養育支援を必要とする家庭に対

する保健・医療・福祉が連携・協働して支援する

体制を構築することは重要であるが、連携協働の

体制を作ることが最終目的ではない。支援を必要

としている家庭、母、子どもを中心に据えた取組

み（クライアント・センタード・アプローチ）求

められている。 

続いて、切れ目のない支援（継続ケア）を保障

するシステムつくりは必須事項である。妊娠、出

産、子育てという時期は、空間的にも時間的にも

広がりをもち、母と子どもが分断されやすいとい

う特徴をもつ。その特性を知ったうえで、個人的

ながんばりで乗り切るのではなく、切れ目のない

支援（継続ケア）を保障するシステムを地域ごと

に作っていく必要がある。 

虐待や貧困が可視化されにくい社会において

は、従来以上に、家庭に出向くアウトリーチが重

要である。だれひとり取り残さない連携協働のた

めには、地域や家庭に出かけていきニーズを掘り

起こす積極性が求められている。その際には、対

象となる人びと全員に働きかけるポピュレーシ

ョン・アプローチと、濃厚な支援を必要とする少

数を対象としたハイリスク・アプローチの組み合

わせが重要となる。 

最後に、ITC を駆使した情報提供の今後につい

て言及したい。ITC（Information Technology and 

Communication）を積極的に活用することに異論
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はない。しかし、ITC だけですべてが解決するわ

けではない。専門家による相談、書籍や冊子など

の紙媒体、ウェブサイトやアプリなどの電子媒体

という複数のチャンネルを組み合すことにより、

効果的な連携や複合的なサービスの提供が可能

となる。 

 
E．結論 
医療機関、母子保健、児童福祉の相互の連携に

積極的に取り組んでいる自治体は少なくない。１

年目のワークショップに参加いただいた市町村

の事例報告は、いまでも燦然と輝いている。2014

年 11 月に発行された虐待予防ワークショップ報

告書「保健医療福祉の連携をめざして」における

９市の取組みの実例については、多くの関係者か

ら再発行の希望が出されていた。現在（2016 年 3

月）では状況が大きく異なっていることは承知の

うえで、一定の時期の連携の姿を切り取ったもの

として、この総合報告書に再掲させていただいた。 

また、本研究班の２年目のワークショップを契

機に、岩手県気仙地域において、医療機関、母子

保健、児童福祉の相互の連携協働による支援体制

の構築が進展していることは、ワークショップに

参加した分担研究者にとって最高の喜びである。 

オランダでの意見交換で気づかされたことは、

どの国にも、どの地域にも、その地域が持つ強み

とともに、解決すべき課題も抱えているという当

たり前のことであった。そういう問題に気づき、

できるだけ自分たちの強みを活かし、地域に存在

する資源を最大限に有効活用する連携協働の仕

組みづくりを行うきっかけとして、他地域との交

流の機会やワークショップが有効であろう。 

 
F．健康危険情報 
 とくになし 

 
G．研究発表 
１．論文発表 
山中早苗，中村安秀．就学前児をもつ外国人母親

の社会的ネットワークと子育てに対するソ

ーシャルサポート：オーストラリア・メル

ボルンの事例．日本渡航医学会誌，2012；6

（1）：36-41 

Osuke Iwata, Tomoharu Oki, Aiko Ishiki, 

Masaaki Shimanuki, Toru Fuchimukai, 

Toru Chosa, Shoichi Chida, Yasuhide 

Nakamura, Hiroji Shima, Michihiro 

Kanno, Toyojiro Matsuishi, Mikihito 

Ishiki, Daisaku Urabe. Infection 

surveillance after a natural disaster: 

lessons learnt from the Great East Japan 

Earthquake of 2011. Bull World Health 

Organ. 2013 October 1; 91(10): 784–789. 

Takahashi K, Kobayashi J, Nomura-Baba M, 

Kakimoto K, Nakamura Y. Can Japan 

Contribute to the Post Millennium 

Development Goals? Making Human 

Security Mainstream through the TICAD 

Process. Trop Med Health. 2013; 41(3): 

135-42 

中村安秀．国境を越える小児保健医療ー文化とこ

とばの壁を越えて．小児科診療，2013；76

（6）：889-894 

中村安秀．グローバル世界の思春期リプロダクテ

ィブヘルス．思春期学，2013；31（3）：

300-304 

中村安秀．世界の母子健康手帳．チャイルドヘル

ス，2013；16（12）：856-859 

中村安秀．妊産婦の健康の重要性と緊急性．国際

保健医療，28(2):52-55; 2013 

中村安秀．震災時に小児科医が果たすべき役割．

東日本大震災ー小児科医の足跡（日本小児

科医会編集）．Pp. 166-173、2013 年 5 月, 

日本小児科医会，東京 

中村安秀．子どもを守る国際ボランティア．国際

ボランティアの世紀（山田恒夫編著）．Pp. 

99-109、2014 年 3 月, 放送大学教育振興

会，東京 

佐藤拓代：妊娠期からの虐待予防。世界の児童と

母性第 76 号 、P23-34、2014 年 

佐藤拓代：地域で取り組む虐待への対応―大阪府。

周産期医学第 44 巻 1 号、P69-72、2014 年 

佐藤拓代：虐待予防～妊娠中からの虐待予防につ

いて学ぶ～。ぎふ精神保健福祉、VOL50、
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Ｐ53-64、2014 年 

佐藤拓代：思いがけない妊娠の相談窓口「にんし

ん SOS」の活動。母子保健情報第 67 巻 1

号、P47-50、2013 年 

佐藤拓代：思いがけない妊娠の相談窓口「にんし

ん SOS」と子育て支援。子育て支援と心理

臨床第 7 号、P80－84、2013 年 

佐藤拓代：思いがけない妊娠の相談窓口「にんし

ん SOS」から見えるもの。子どもの虐待と

ネグレクト第 15 巻 1 号、P35-40、2013 年 

佐藤拓代：多胎児の妊娠・出産・子育て～妊娠期

からの切れ目のない支援～。妊娠期からの

切れ目のない支援を、P1-20、一般社団法人

日本多胎支援協会、 さいたま市、2013 年 

佐藤拓代：子ども虐待対応の枠組み、市区町村の

子育て支援策、市区町村の母子保健部門と

の連携、特定妊婦や飛び込み出産への対応。

子ども虐待対応の手引き－平成 25年 8月厚

生労働省の改正通知。母子愛育会日本子ど

も家庭総合研究所、2014 年 

木村 暁，中村安秀．抗生物質を用いた自己治療

と薬剤師の対応―インドネシア首都圏におけ

る横断的研究．国際保健医療，2014；29（2）：

81-90 

Satoko Yanagisawa, Ayako Soyano, Hisato 

Igarashi, Midori Ura, Yasuhide Nakamura. 

Effect of a maternal and child health 

handbook on maternal knowledge and 

behaviour: a community-based controlled 

trial in rural Cambodia. Health Policy and 

Planning, 2015;1-9 

Nakamura Y. Maternal and Child Health: - 

Work together and learn together for 

maternal and child health handbook-. Japan 

Med Assoc. J; 2014 Feb 1;57(1):19-23. PMID: 

25237272.001 

中村安秀．医療通訳士の必要性と今後の課題．国

際人流，2014；27（7）：4-11 

中村安秀．母子手帳を通じた国際協力．高知県小

児科医会報，2014；27：19-29 

中村安秀．医療通訳基礎研修―ことばと文化の壁

を超えて．国際文化研修，2014；85：6-11 

中村安秀．なぜ、いま、医療通訳なのか．保健の

科学，2014；56(12)：796-799 

細矢光亮、田中総一郎、井田孔明、奥山真紀子、

呉繁夫、清水直樹、田中英高、田村正徳、千田

勝一、渕向透、桃井伸緒、中村安秀．東日本大

震災が岩手、宮城、福島の三県の小児と小児医

療に与えた被害の実態と、それに対する支援策

の効果と問題点についての総括．日本小児科学

会雑誌，2014；118(12)：1767-1822 

中村安秀．ボランティア学はどう変わるのかー共

生社会の未来をめざして．新ボランティア学の

すすめ（内海成治、中村安秀編集）．Pp. 166-173、

2014 年 12 月 ,  昭和 堂 ， 京都  ISBN 

978-4-8122-1418-3 

中村安秀．母子健康手帳の活用．乳幼児を診る：

根拠に基づく育児支援（田原卓浩総編集、吉永

陽一郎専門編集）．Pp. 36-42、2015 年 2 月, 中

山書店，東京 ISBN 978-4-521-73685-3 

佐藤拓代：社会的ハイリスク妊産婦への支援。井

上寿美・笹倉千佳弘編著。子どもを育てない親、

親が育てない子ども。生活書院。東京都。2015

年。P139-157 

佐藤拓代：妊娠期から始まる児童虐待防止。佐藤

拓代監修。母推ノート。母子保健推進会議。東

京都。2014 年。P10-34。 

佐藤拓代：地域で取り組む虐待への対応―大阪府。
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対応計画へのモデルとして～．日本公衆衛
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2015；119(7)：1159-1178 
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2015 
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保健医療福祉の連携協働のあり方に関する研究 
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Ａ．研究目的 

 子ども虐待は親の生育歴、子どもの受容、

支援者の有無など、親の生活や歴史などを踏

まえ情報を共有して支援する必要があり、保

健・医療・福祉の連携強化が求められている。

医療機関は予防と早期発見に関与することが

できる機関であり、医療機関を中心に検討を

行い、 医療・保健・福祉の連携推進に資す

ることを目的とする。 

 

Ｂ．研究方法 

大阪府立母子保健総合医療センターに大阪

府が設置した思いがけない妊娠の相談窓口「に

んしんＳＯＳ」の相談事例で保健・医療・福祉

の支援につながった事例から、連携協働のあり

方を検討する。 

児童虐待防止医療ネットワーク事業を行っ

ている四国こどもとおとなの医療センターの

視察から調査内容を検討し、 大阪府医療機関

情報システム 

（ https://www.mfis.pref.osaka.jp/qq27scri

pts/qq/fm27qrinsm_out.asp）から、大阪府内

における二次救急医療機関、三次救急医療機関

を抽出し、平成 27 年 4 月 1 日時点での子ども

研究要旨  
思いがけない妊娠の相談窓口「にんしん SOS」の相談内容及び児童虐待防止医療

ネットワーク事業の検討、大阪府医療機関に対する調査から、保健・医療・福祉の

連携協働のあり方を検討した。 
「にんしん SOS」から既存のサービスにのりにくい妊婦が相談しやすい窓口の重

要性と、医療機関連携には機関内部のネットワークの強化と外部から連携しやすい

窓口・組織があることが必要であると考えられた。 
大阪府内 2 次医療機関及び 3 次医療機関への調査から、児童虐待に対する取り組

みは小児科、産婦人科のある医療機関ですすんでいたが、研修を行っているところ

は少なく、通告を促すためにもさらに児童虐待に関する委員会の設置やマニュアル

策定を促進させ、虐待の判断や機関の役割等に関する啓発・研修が必要と考えられ

た。 
福祉機関は児童福祉法及び児童虐待防止法で対応の窓口や対応内容が明らかで

あるが、医療機関では外部連携の窓口や児童虐待に関する委員会の設置、児童虐待

に関するマニュアルの策定など体制にはばらつきがあり、医療機関がこれらを整備

し、保健機関が医療機関と福祉機関の橋渡しを行う連携協働が重要であると考えら

れた。 
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虐待に関する体制等について、郵送による質問

紙調査を行った。 

 （倫理面への配慮） 

 個人情報は含まれず、倫理面への配慮は必要

ない。 

 

Ｃ．研究結果 

１．「にんしん SOS」の相談事例 

2 年間（平成 23 年 10 月～25 年 10 月）に相

談のあった実人数は 1,865 人であった。そのう

ち、相談により飛び込み分娩や新生児死亡に至

りかねない状況を防止できたのは、224 人

（12.0％）と考えられた。内訳は「出産」71

人（31.7％）、「中絶」88 人（39.3％）、出産や

中絶を決断したがその後の確認ができていな

い、あるいは思いがけない妊娠で家族に相談で

きていなかった事例が家族に相談できたなど

の「その他」65 人（29.0％）である。この 224

人は、これまでの妊娠届出から始まる母子保健

サービスは利用しにくい、または利用できなか

った妊婦がほとんどであった 

 関係機関と連携して対応した事例では、妊婦

健診の未受診であった妊婦の支援を地域保健

機関、児童福祉機関と連携して行い、医療機関

での分娩につなげることができたが、家庭訪問

から上の子どもがネグレクトされていること

がわかった事例があった。上の子どもの乳幼児

健診未受診も判明し、既存の母子保健サービス

にのりにくい家族に対して、周産期情報を把握

できる機関がそれを見逃さず福祉機関に伝え

ること、すなわち医療機関発信、保健機関発信

での保健・医療・福祉の連携協働支援を行うこ

とが重要であると考えられた。 

 

２．大阪府内二次医療機関及び三療機関に対

する調査 

 1 年目の児童虐待防止医療ネットワーク事

業の視察から重要と考えられた、医療機関内部

の体制整備及び外部への連携窓口の明確化等

の質問紙で、大阪府内の二次医療機関及び三次

医療機関に調査を行った。二次または三次医療

機関 267 カ所のうち 156 カ所（58.4％）の回

答があった。 

診療標榜科は、小児科 61 カ所（39.1％）、産

婦人科 45 カ所（28.8％）、精神科 28 カ所

（22.4％）であった。 

 

（１）外部機関との明確な連携窓口 

 外部機関との窓口を明確にしているのは 84

カ所（54.5％）であった。医療機能別にみると、

三次医療機関ではすべての医療機関が窓口を

明確にしていた（図１）。小児科標榜は 47 カ

所（77.0％）、産婦人科標榜は 36 カ所（80.0％）

と明確にしている医療機関が多かった。小児科

や産婦人科は、保健・福祉機関だけではなく医

療機関から患者が紹介されてくることから外

部機関との連携窓口を明確にしていると考え

られた。 
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科標
榜

再掲：
産婦
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再掲：
精神
科標
榜

明確にしていない 70 0 14 9 12

明確にしている 79 7 47 36 16
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160
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図１ 医療機能と外部機関との明確な連携窓

口の有無 

 

（２）児童虐待に関する委員会について 

①設置状況 

 児童虐待に関する委員会を設置しているの

は 27 カ所（17.5％）、設置予定 1 カ所（0.6％）

で、8 割以上で設置がされていなかった。 
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 大阪府には 8 カ所の 2 次医療圏があるが、

医療圏によって設置率が 33.3％から 11.8％と

ばらつきがあった。医療機能の違いによるもの

か認識の違いによるものか、精査が必要と考え

られた。 

医療機能別にみると、三次医療機関はすべて

に設置されており、小児科標榜 24 カ所

（40.0％）、産婦人科標榜 20 カ所（45.5％）、

精神科標榜では 9 カ所（32.1％）であった（図

２）。子ども虐待は小児科や救急診療科が把握

することが多いと考えられるが、小児科標榜病

院で 6 割に委員会が設置されていないことは

課題と考えられた。 

設置年の記入があったのは 25 カ所で、推移

を図３に示す。2003 年から報告があり 2010

年に4カ所、2012年6カ所と設置が進んだが、

ここをピークとして設置がすすんでいないこ

とがわかった。2010 年は改正臓器移植法が施

行され子どもも臓器移植の対象となったが、児

童虐待を受けていないことを明らかにする必

要があり、委員会の設置がすすんだことが推測

される。2012 年は、厚生労働省が児童虐待等

による検証結果報告から、保健・福祉・医療機

関による妊娠期から養育に支援が必要な家庭

の把握と支援に関する通知を発出１）している

ことによる可能性がある。しかし、その後の設

置状況は遅々とした歩みであり、設置をすすめ

る取り組み等が必要と考えられた。 

委員長の職は、病院長 4 カ所（設置 27 カ所

のうち 14.8％）、副病院長 9 カ所(33.3％)、診

療科部長 8 カ所（29.6％）、その他 6 カ所

（22.2％）であった。診療科部長の診療科は小

児外科や小児救急科を含む小児科がほとんど

で、その他の職は、小児医療センター、整肢学

園長、医療安全対策室長、総務課長、名誉院長

であった。 
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図２ 医療機能と児童虐待に関する委員会設

置の有無 
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図３ 児童虐待に関する委員会設置年 

 

②委員会の検討内容・活動内容 

 委員会のある 27 カ所のうち 25 カ所から回

答があり、「虐待が疑われるケース」が 24 カ

所（96.0％）、つぎに「他機関で虐待が判明し

た入院・外来ケース」が 15 カ所（60.0％）、「要

養育支援情報提供が必要なケース」13 カ所

（52.0％）、特定妊婦（疑い含む）12 カ所

（48.0％）、「児童相談所から一時保護ケース委

託」12 カ所（48.0％）であった（図４）。児童

相談所から一時保護を委託される医療機関は、

子どもの入院に際して親の付き添いが不要な

ところと限られてくるので、母数を一時保護委

託が可能な医療機関とすると、これを検討して

いる医療機関の割合はさらに高くなるものと
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考えられる。 

要養育支援情報提供書は、大阪府の場合は親

と子の状況から保健機関に情報提供が必要と

考えられる場合の様式に加えて、妊婦だけの様

式も作成している。「要養育支援情報提供が必

要なケース」の検討は、情報提供の承諾が親か

ら得られない、または親から承諾を得るような

状況ではなく、医療機関として検討が必要と判

断された場合と考えられる。通告するほど虐待

が明らかではない虐待疑い、または虐待のハイ

リスクケースでも約半数の医療機関で検討さ

れていた。 

 委員会に、下部組織として小委員会やワーキ

ンググループ、または虐待スクリーニングチー

ムなどを設置していることが考えられ、下部組

織を含めた委員会の活動内容を尋ねた。26 カ

所から回答があり「病院の方針（通告等）を決

める」25 カ所（96.2％）がもっとも多く、「関

係機関との連絡調整」24 カ所（92.3％）、「虐

待かどうかの判断」22 カ所（84.6％）、「病院

スタッフへの対応助言」21 カ所（80.8％）、「虐

待対応のための実働サポート」 20 カ所

（76.9％）、「個別カンファレンス」20 カ所

（76.9％）、「院内スタッフへの虐待予防の研

修」17 カ所（65.4％）、「定例カンファレンス」

12 カ所（46.2％）、「院内スタッフへの虐待把

握判断の研修」11 カ所（42.3％）などであっ

た（図５）。8 割以上の医療機関で行われてい

るのは、病院の方針決定、関係機関との連絡調

整、虐待かどうかの判断で、研修を行っている

のは約半数であった。関係機関に対する研修を

実施している医療機関はなかった。 

 

（３）児童虐待に関するマニュアルについて 

 平成 17 年に改正施行された児童虐待防止法

では児童虐待は子どもの人権の侵害と明記さ

れ、医療機関が日本医療機能評価機構の審査を

受ける場合、児童虐待や高齢者虐待、障害者虐

待等への対応方針も評価の対象となっている。

医療機関が児童虐待の予防・早期発見・早期対

応をすすめるには、マニュアルの整備が必要で

ある。 

 児童虐待マニュアルは 44 カ所（28.4％）が

策定しており、108 カ所（63.7％）になく、作

成予定は 3 カ所（1.3％）であった。 

医療機能別にみると、三次医療機関はすべて

にマニュアルがあり、小児科標榜 34 カ所

（55.7％）、産婦人科標榜 26 カ所（57.8％）、

精神科標榜では 10 カ所（37.0％）であった。

小児科、産婦人科を標榜しているところで約 6

割にマニュアルがあった（図６）。 
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図６ 医療機能と児童虐待に関するマニュア

ルの有無 

 

子どもの虐待に関する委員会の設置とマニ

ュアルの整備を検討すると、委員会が設置され

ている医療機関では 30 カ所（88.2％）にマニ

ュアルがあったが、設置されていない医療機関

では 22 カ所（14.5％）にすぎなかった（図７）。 
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図７ 児童虐待に関する委員会設置と児童虐

待に関するマニュアルの有無 

 

（４）児童虐待に関する研修について 

児童虐待に関する研修実施は 20 カ所

（13.1％）と少なく、回数はほとんどが年 1

回であった。 

医療機能別にみると、これまで三次医療機関

ではすべてに委員が設置されマニュアルがあ

ったが、研修では 2 カ所（20.8％）のみの実施

であった。小児科標榜 16 カ所（27.1％）、産婦

人科標榜 14 カ所（31.8％）、精神科標榜では 5

カ所（20.8％）であった。児童虐待に関する委

員会、児童虐待に関するマニュアルの策定状況

に比べ、研修を行っているところは少なかった

（図８）。 
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図８ 医療機能と児童虐待に関する研修の有

無 

 

（５）児童虐待の通告について 

平成 26 年度に児童虐待の通告を児童相談所

または市町村児童福祉部署に行ったことがあ

る医療機関は、39 カ所（25.2％）であった。

通告件数は 35 カ所から回答があり、1 例が 11

カ所（31.4％）、2 例が 7 カ所（20.0％）、3 例

が 4 カ所（11.4％）で、5 例以上の通告を 11

カ所（31.4％）が行っていた。 

児童虐待に関する委員会がある医療機関で

は通告ありが 19 カ所（73.1％）であったが、

委員会がない医療機関では通告ありが 19 カ所

（12.1％）と少なかった（図９）。 
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図９ 児童虐待に関する委員会の設置と通告

の有無 

 

また、児童虐待マニュアルがある医療機関で

は通告ありが 25 カ所（58.1％）であったが、

マニュアルがない医療機関では 12 カ所

（11.1％）と少なかった（図 10）。 

児童虐待に気づくには、医療機関における研

修が必要である。委員会の設置やマニュアルの

有無にかかわらず、研修の有無と通告について

検討した。研修が実施されている 20 カ所では

通告が 15 カ所（75.0％）あり、研修がない 132
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カ所では通告が 23 カ所（17.4％）と少なかっ

た（図 11）。 

通告を促すためには児童虐待に関する委員

会の設置、児童虐待に関するマニュアルの策定、

児童虐待に関する研修が必要であり、そのなか

でも委員会設置と研修が有効と考えられた。 
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図 10 児童虐待に関するマニュアルの有無と

通告の有無 
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図 11 児童虐待に関する研修の有無と通告の

有無 

 

 

 

（６）保健福祉医療の連携で課題や問題と考え

ること 

 保健福祉医療の連携で課題や問題と考える

ことについて、自由記載で意見を求めた。 

委員会がある医療機関では、医療機関の負担、

連携先の窓口・連携先の課題、情報のフィード

バックと共有、連携推進について記載されてい

た。 

委員会がない医療機関では、自機関の取り組

みの情報提供で小児科がない、精神科病院であ

ることなどや、虐待の判断、連携先の窓口・連

携先の課題、情報のフィードバックと共有、啓

発・研修に関して記載されていた。 

連携先の窓口・連携先の課題、情報のフィー

ドバックと共有は委員会の設置にかかわらず

課題とされており、保健・福祉機関が改善に取

り組む必要がある。委員会が設置されている医

療機関では、医療機関の負担、設置されていな

い医療機関では虐待の判断、啓発・研修に関し

て記載されており、子ども虐待への取り組みを

充実強化するためには、医療報酬等での何らか

のインセンティブや、虐待の判断や機関の役

割・連携等に関する研修が必要と考えられた。 

 

Ｄ．考察 

思いがけない妊娠の相談事業から、妊婦健診

が未受診であるなどの周産期情報の重要性を

認識し医療機関発信、または保健機関発信で保

健・医療・福祉の連携を推進し協働で支援する

ことが重要と考えられた 

大阪府の二次・三次救急病院では、外部機関

との明確な連携窓口は 54.5％に設置されてお

り、小児科、産婦人科がある医療機関に多かっ

た。児童虐待に関する委員会は 17.5％に設置

されており、小児科、産婦人科、精神科がある

医療機関では 2～3 倍多く設置されていた。委

員会の検討は、実際に虐待が疑われるケースが
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あったときが 9 割以上であった。しかし、特定

妊婦や要養育支援情報提供が必要なケースも

半数で検討されており、医療機関の役割として

虐待がまだ発生していない虐待予防の重要性

を広く強調する必要があると考えられた。 

 児童虐待に関するマニュアルは 28.4％にあ

り、小児科、産婦人科があるところでは約 2

倍多く策定されていた。児童虐待に関する研修

は、13.1％のみに行なわれていた。 

 児童虐待の通告を平成 26 年度に行った医療

機関は 25.2％であった。通告には虐待に関す

る委員会の設置、児童虐待に関するマニュアル

の整備、研修が必要であり、特に委員会設置は

通告を促すことに関与していると考えられた。 

保健福祉医療の連携で課題や問題と考える

ことは、連携先の窓口・連携先の課題、情報の

フィードバックが挙げられていたが、特に虐待

に関する委員会が設置されている医療機関で

は、医療機関の負担、設置されていない医療機

関では虐待の判断、啓発・研修に関することが

挙げられていた。 

 

Ｅ．結論 

保健・医療・福祉が連携した取り組みをすす

めるには、医療機関の体制整備が重要であり、

取り組みは小児科、産婦人科のある医療機関で

すすんでいたが、研修を行っているところは少

なく、通告を促すためにもさらに児童虐待に関

する委員会の設置やマニュアル策定を促進さ

せ、虐待の判断や機関の役割等に関する啓発・

研修が必要と考えられた。 

 

Ｆ．健康危険情報 

なし 
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略～官民で考える目標の設定と具体的行動
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んしん SOS」における 10 代の相談。第 33

回日本思春期学会。抄録集 P104。2014 年。 
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号・雇児母発 1130 第 2 号「児童虐待の防止

等のための医療機関との連携強化に関する

留意事項について」 
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＜図２＞児童虐待に関する委員会の検討内容（複数回答） 

 

＜図３＞児童虐待に関する委員会の下部組織を含めた活動内容（複数回答） 
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